
府

令

・

省

令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府

文
部
省

自
治
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
）

第
十
七
条
の
二

法
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
三
百
条
第
一
項
第

五
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
新
設
）

一

当
該
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
（
法
人
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
役
員
又

は
使
用
人
（
当
該
法
人
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。）

二

当
該
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
の
子
法
人
等
（
保
険
業
法
施
行
令（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）

第
十
三
条
の
五
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
者
等
）

（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
百
六
十
五
条
の
二

﹇
略
﹈

第
百
六
十
五
条
の
二

﹇
同
上
﹈

２

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

２

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

が
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第

十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
若
し

く
は
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ

る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）又
は
同
項

第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合

六

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

が
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第

十
五
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
ま
た

は
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る

業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）を
行
う
場
合

﹇
七
〜
十
一

略
﹈

﹇
七
〜
十
一

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

総

務

省

文
部
科
学
省
令
第
三
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

〇
内

閣

府
、
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環

境

省

令
第
一
号

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
七
の
五
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
百
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高


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